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資料２－１



（設定） ・Ａ課において、局長－課長－補佐－係長というラインで、審議会に対する提出資料（事務局説明資料）を作成
・審議会の庶務はＡ課単独所管であり、他課室への合議は発生しないものとする
・決裁を伴う行政文書は存在しないものとする

行政文書の作成・記録の手順 ＜例：決裁を要さない行政文書の作成・意思決定＞

係長が「個人フォルダ」にて案
の作成作業を実施係長

係長の個人フォルダ

０

係長が補佐以上に相談する案を作成し、
「検討中フォルダ」に格納

01【小分類：10移】（検討中）第10回審議会

181001_第10回審議会資料_v01

①

※案の下書きファイル、個人の
執務参考資料（市販されてい
る解説書の写し）など

補佐が原案を修正
（「検討中フォルダ」で作業）

01【小分類：10移】（検討中）第10回審議会

181001_第10回審議会資料_v02

②

課長に説明し、了承。
⇒記録用フォルダにも格納。 01【小分類：10移】第10回審議会

181003課長説明_第10回審議会資料

③

局長

④

非行政文書

○跡付け・検証の記録 確定
×審議会提出資料 未確定

Ａ課の共有フォルダ（検討中）

Ａ課の共有フォルダ
（記録用）

局長に説明し、了承。
⇒記録用フォルダにも格納。

01【小分類：10移】第10回審議会

181004局長説明_第10回審議会資料

○跡付け・検証の記録 確定
○審議会提出資料 確定

保
存
期
間
１
年
以
上

行

政

文

書

意思決定過程の途中段階で作成した行政文書の扱い＜ガイドライン＞
・ 合理的な跡付け・検証に必要となる場合、１年以上の保存期間を設定
⇒ 上記事例の③は、これ（主管課長における経緯）に該当するものという設定の例。
・ 意思決定に与える影響がないものは、 １年未満の保存期間として可

※適宜、サブフォルダを作成する場合もあり得る。（添付資料が
複数ファイルにまたがる場合等）

係長

補佐

課長

１

行政文書該当性は、文書の作
成・取得、利用、保存・廃棄の
状況を総合的に考慮して実質
的に判断＜ガイドライン＞

181004セット版_第10回審議会資料



◆上記プロセス終了後の共有フォルダのイメージ

検討中フォルダ 行政文書の「記録用フォルダ」

01【小分類：10移】第10回○○審議会

02_配布資料

181003課長説明_第10回審議会資料

181004局長説明_第10回審議会資料

01_日程調整・経費執行

03_諮問

⇒行政文書ファイル管理簿を作成
（保存期間１年以上）

２

181004セット版_第10回審議会資料

17【大分類：10移】国会及び審議会における審議等に関する事項

01【中分類】○○審議会（開催経緯、配付資料、議事録）



（参考１）１ページで、局長から修正指示がなされた場合の処理

局長

④’

01【小分類：10移】第10回審議会

181004局長説明_第10回審議会資料

Ａ課の共有フォルダ（記録用）局長に説明したところ、修正指示あり。

⇒局長説明版のファイルは、記録用
フォルダにも格納。

補佐が④’ を踏まえた修正案を作成

し、 「検討中フォルダ」に格納
補佐

01【小分類：10移】（検討中）第10回審議会

181005局長後修正_第10回審議会資料

⑤

⑤の修正案について課長に説明し、
了承。
⇒記録用フォルダにも格納。

⑥

⑤＝⑥の修正案について局長Ｄに説明
し、了承。
⇒記録用フォルダにも格納。局長

⑦

○跡付け・検証の記録 確定
×審議会提出資料 未確定

④ ’ で用いた行政文書の内容そのものは変更しない
（④ ’ の行政文書は跡付け・検証の記録として確定しているため）
⇒上記⑤の修正作業は、 ④ ’ で用いたファイル（181004局長説明）とは別に、局長指摘を踏まえた修
正を上げていくためのファイル（181005局長後修正）を作成

課長
01【小分類：10移】第10回審議会

181005課長説明_第10回審議会資料

○跡付け・検証の記録 確定
×審議会提出資料 未確定

01【小分類：10移】第10回審議会

○跡付け・検証の記録 確定
○審議会提出資料 確定

保
存
期
間
１
年
以
上

行

政

文

書

181006局長説明_第10回審議会資料

保
存
期
間

１
年
以
上

合理的な跡付け・検証に必要とな
る場合に該当するという設定の例
⇒１年以上の保存期間を設定

３
181006セット版_第10回審議会資料

Ａ課の共有フォルダ（検討中）



（参考２）他課室との調整を要する行政文書を作成する場合

４

（設定） ・ｐ.３の事例で、④’の局長修正指示が、局内他課（Ｂ課）との調整を要するものであると仮定
本件に係るＢ課のラインは、課長b －補佐ｂ1 その他の条件はｐ.１に同じ。

前ページで局長修正指示あり（④’）、Ａ課補佐（ａ1）が作成した修正案（⑤）について、Ａ課課長（ａ）了（⑥）の後、Ｂ課補佐（ｂ1 ）に協議

181004_第10回審議会資料に対する対処方針

１
ｂ課長に相談する案を整え、
「検討中フォルダ」に格納。

01【小分類：10移】（検討中）○○審議会に関する文書

ｂ1補佐

⑥についてｂ課長に説明し、了承。
⇒記録用フォルダにも格納。

ｂ課長
01【小分類：10移】○○審議会に関する文書

181005課長説明_第10回審議会資料に対する対処方針

２

Ｂ課の共有フォルダ（検討中）

Ｂ課の共有フォルダ
（記録用）

○跡付け・検証の記録 確定
○Ｂ課としての意見内容 確定

⑥の修正案をＡ課の補佐（ａ1 ）が受領

Ｂ課コメントを踏まえた修正案を作成
（「検討中フォルダ」で作業）

ａ1補佐

３

01【小分類：10移】（検討中）第１０回審議会

181006 Ｂ課協議後_第10回審議会資料

４
⑥の修正案についてａ課長に説明し、
了承。⇒記録用フォルダにも格納。

01【小分類：10移】第10回審議会

181006 課長説明（B課協議後）_第10回審議会資料

ａ課長

○跡付け・検証の記録 確定
×審議会提出資料 未確定

保
存
期
間

１
年
以
上

行
政
文
書

【Ｂ課】

行
政
文
書

【Ａ課】

保
存
期
間

１
年
以
上

合理的な跡付け・検証に必要とな
る場合に該当するという設定の例
⇒１年以上の保存期間を設定

Ａ課の共有フォルダ（検討中）

Ａ課の共有フォルダ
（記録用）



（参考３）決裁（※）を伴う行政文書を作成する場合 ＜例：各省大臣から審議会への諮問＞

ｐ.１の①～④と同様の手順を踏み、審議会への諮問文書の案をセット（局長の専決事項と仮定）

（※）行政文書のうち、行政機関の意思決定の権限を有する者（各省大臣等）が押印、署名等により、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確
認したもの。
⇒例えば各府省の規則において、法律案・政令案の閣議請議、省令・告示の制定・改廃、審議会への諮問等について決裁を要する事項として規定され
ている場合など。

係長が電子決裁に添付する文書（諮問の公文、本体、
参考条文など）を検討中フォルダから文書管理システ
ムにアップロードし、起案

係長

01【小分類：10移】（検討中）第10回審議会

181010_第10回審議会諮問案（○○規則制定）

係長の起案（＝「案のとおり諮問してよろしいか伺います。」）について、補佐、課長、局長が順次電子決裁。

決裁終了後のファイルについて、文書管理システムに保存。

※ 記録用フォルダには、「○○に係る諮問関係文書は、文書管理シス
テムに保存」という旨を適宜の方法で表示。

①

②

③ 181010_第10回審議会諮問（○○規則制定）

保
存
期
間

１
年
以
上

行
政
文
書

５

○跡付け・検証の記録 確定
○審議会提出資料 確定

※文書管理システムの電子決裁は、途中で修正が行われた場合、意思決定過程として修正前・後が自動的に記録される。




